
番号 配 点 基 準 配点

特に優れている（10点） １５ポイント以上

優れている（6点） １２〜１４ポイント

普通（4点） １１〜９ポイント

やや不十分（2点） ８〜６ポイント

不十分（０点） ５ポイント以下

特に優れている（80点） １５ポイント

優れている（60点） １２〜１４ポイント

普通（40点） １１〜９ポイント

やや不十分（20点） ８〜６ポイント

不十分（０点） ５ポイント以下

特に優れている（16点）
優れている（12点）
普通（8点）
やや不十分（4点）
不十分（0点）
特に優れている（16点）
優れている（12点）
普通（8点）
やや不十分（4点）
不十分（0点）
特に優れている（16点）
優れている（12点）
普通（8点）
やや不十分（4点）
不十分（0点）
特に優れている（16点）
優れている（12点）
普通（8点）
やや不十分（4点）
不十分（0点）
特に優れている（4点）
優れている（3点）
普通（2点）
やや不十分（1点）
不十分（0点）
特に優れている（4点）
優れている（3点）
普通（2点）
やや不十分（1点）
不十分（0点）
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3 価格

評 価 基 準

業務担当者等の業務実績・能力（８０点）

企業の業務実績（１０点） ・行政計画策定業務またはマーケティング調査業務の実績件数

配点基準は以下のとおり
 ① 国、都道府県、政令指定都市、中核市又は受注年度の4月1日時点で30万人以上の人口を有する市以上の規模の
   自治体における実績・・・１件当たり５ポイント（豊田市の実績については１件当たり８ポイントで計算）
 ② 人口10万人以上で中核市以外の市区町村における実績・・・１件当たり３ポイント
 ③ 人口10万人未満の市区町村における実績・・・１件当たり１ポイント

・本市が目指すテナントミックスビジョンが理解され、関係者間の連携を促すための実現可能性な検討プロセスが提案されているか
・本市特性を前提に、テナントや消費者の需要を把握し、テナント誘致を促進する効果的な手法を検証する検討プロセスとなっているか

・本市特性や外部環境の変化を押さえた上で、出資法人の経営環境等の現状把握、課題を分析する有効な手法が提案されているか

・業務担当責任者の業務実績
・技術者の業務実績
・業務担当責任者または技術者の資格

・既往の資料及び業務仕様書等から、中心市街地の特性や業務の目的を的確に捉え、業務の取組方針が示されているか

・価格点＝５０満点（価格点数）×（最低見積金額÷見積提示金額）

16×5

4×5

・調査結果等を踏まえた協議調整期間が適切に確保されているか 4×5
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16×5
商業活性化に向けた事業手法の検討方針（１６
点）

・経営環境を把握するための有効な調査・分析方法が提案されているか
・分析後の改善策や方向性が見通せる内容となっているか

2-4
大型商業施設等の経営環境に関する分析の実施
方針（１６点）

・事業手法の提案に至るまでの手順や検討内容等が具体的に提案されているか2-3

2-6 取組意欲（４点）
・業務への積極的な提案・意見がなされているか
・質疑に対する回答が明瞭で、かつ、業務に対し前向きな姿勢がみられるか

16×5

豊田市中心市街地商業活性化に関する調査・検討業務委託 採点表

配点基準は以下のとおり
（１）業務担当責任者としての過去５年以内の同種業務（行政計画策定業務またはマーケティング調査業務）の実績
 ①３件以上・・・５ポイント
 ②２件・・・４ポイント
 ③１件・・・３ポイント
（２）技術者としての過去５年以内の同種業務（行政計画策定業務またはマーケティング調査業務）の実績
 ①３件以上・・・５ポイント
 ②２件・・・４ポイント
 ③１件・・・３ポイント
（３）業務担当責任者または技術者の資格
 ①有資格者（公認会計士及び技術士－総合技術監理部門都市及び地方計画）が１名以上体制に含まれている・・・５ポイント
 ②有資格者（公認会計士又は技術士－総合技術監理部門都市及び地方計画技術士）が１名以上体制に含まれている・・・３ポイント
 ③有資格者（中小企業診断又は技術士－都市及び地方計画）が１名以上体制に含まれている・・・１ポイント

評 価 項 目

16×5
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1-2

１
業
務
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1-1

業務実施方針（１６点）2-1 ・本市中心市街地の特性及び業務に関する理解度は十分か
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※１業務経歴及び業務体制と３価格は事務局評価、２業務実施計画等は選考委員評価

２
業
務
実
施
計
画
等
（
７
２
点
）

３
価
格
（
５
０
点
）

2-5 工程計画（４点） ・実現性が高く、また、効率的かつ円滑に業務を遂行する工程計画となっているか

2-2 マーケットに関する調査の実施方針（１６点） ・事業手法を検討する上での調査対象や調査内容等が具体的に提案されているか
・調査等の目的が明確であり、調査後の分析、提案内容の検討手順が具体的に確立されているか
・現況の課題や要因を把握し、テナントミックスビジョンを推進するためのアプローチ方法が明確となっているか


